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第４章 排水設備に関する制度と事務手続 

 

第１節 排水設備指定工事店制度 

 

１ 基本的事項 

 

本市では、下水道条例で「排水設備等の新設等の工事（管理者が定める軽微な工事を除く。）は、

排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者（以下「責任技術者」という。）が専属する

業者として管理者が定めるところにより管理者が指定したものでなければ、行ってはならない。」

と定め、いわゆる排水設備指定工事店制度を採用している。 

排水設備指定工事店制度は、試験制度により認定された責任技術者を専属させることを指定要件

の一つとし、排水設備に関して一定水準以上の技術的能力を確保しようとするものである。 

排水設備の工事が適切に施工されないと、下水の流れが悪くなったり、悪臭が発生したりして、

排水設備を設置した目的が十分に達成されず、さらに公共下水道の機能を阻害することとなる。こ

のように排水設備の技術的能力の確保を図る必要から、多くの都市では排水設備指定工事店制度が

採用されており、下水道事業の遂行において大きな役割を果たしている。 

また、この制度は、技術的水準の確保を図るだけでなく、市の側からは、融資あっせん制度など

の窓口となり、市民の側からは、安心して工事を依頼できることと、合わせて事務手続の協力がで

きるといった面でも有効に機能している。 

 

２ 排水設備指定工事店の指定 

 

 

 

 

 

排水設備指定工事店制度を円滑に運営していくためには、排水設備指定工事店の要件である「技

術能力」と排水設備指定工事店に市民が求める「信用」が確保されていることが不可欠である。 

この意味から桑名市下水道排水設備指定工事店規程（以下、「排水設備指定工事店規程」という。）

では、「排水設備指定工事店の指定」をはじめ、「指定の申請」、「指定の取り消し又は一時停止」、「責

任技術者の責務」など指定に関わる詳細な定めを設けている。 

なお、排水設備指定工事店の指定としては、以下の５点を満たしていることが条件である。 

 

① 責任技術者が１名以上専属していること。 

② 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。 

③ 三重県内に営業所があること。 

④ 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 工事業者(法人にあっては、代表者。以下この号において同じ。)が精神の機能の障害によ

本市では、桑名市下水道排水設備指定工事店規程を制定し、指定排水設備工事

店の指定の基準等を詳細に定めている。 
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り排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う

ことができない場合 

イ 工事業者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合 

ウ 工事業者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から２年を経過しない場合 

エ 工事業者が、排水設備指定工事店規程第 10 条第２項の規定により指定工事店としての指

定を取り消されてから２年を経過していない場合 

オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる

相当の理由がある場合 

カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者いる場合 

⑤ 前項第４号エの規定に該当する場合で、当該排水設備指定工事店が法人であるときは、その代

表者が、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として排水設備指定工事店の

指定を受けることができない。 

（排水設備指定工事店規程参照） 

 

３ 排水設備指定工事店の義務 

 

 

 

 

 

 

 

排水設備指定工事店規程第６条では、排水設備指定工事店の責務及び遵守事項について排水設備

指定工事店に義務を課している。 

また、排水設備指定工事店規程第９条では、「指定工事店は第３条（排水設備指定工事店規程）の

指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとする

ときは、直ちに指定工事店指定辞退届（様式第６号（排水設備指定工事店規程））を管理者に提出し

なければならない。」と定められている。さらに、次のいずれかに該当するときには、速やかに指定

工事店異動届（第７号様式（排水設備指定工事店規程））を管理者に提出しなければならない。 

 

① 組織を変更したとき。 

② 代表者に異動があったとき。 

③ 商号を変更したとき。 

④ 営業所を移転したとき。 

⑤ 専属する責任技術者に異動があったとき。 

⑥ 代表者の住所に変更があったとき。 

（排水設備指定工事店規程参照） 

排水設備指定工事店は、法令等に従い誠実に排水設備工事を施工しなければな

らない。また、排水設備指定工事店規程では、排水設備指定工事店が工事施工に

際し、あるいは指定排水設備工事店として活動するに際しての具体的な義務につ

いて規定している。 
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その他にも、災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、こ

れに協力するよう努めなければならないと排水設備指定工事店規程で定めている。 

 

４ 責任技術者の責務及び専属 

 

 

 

 

 

排水設備工事が適正に施工されるために、設計から施工までのすべての過程について責任技術者

は責任をもって監督することが必要であり、責任技術者が排水設備指定工事店に所属する場合は、

同一期間内に２以上の排水設備指定工事店に所属することはできない。 

責任技術者はきわめて重要な職責を有するものであるから、本市では、責任技術者となるには、

公益財団法人三重県下水道公社（以下、「公社」という。）が実施する責任技術者試験に合格し、公

社の資格認定者名簿に登録され、責任技術者証を発行されなければならない。また、責任技術者の

被登録資格の有効期間は５年間となっているので、資格の継続には公社が実施する更新講習を受講

しなければならない。 

 

５ 事務連絡会 

 

 

 

 

   排水設備指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、排水設備指定工事店又

は責任技術者は、管理者が開催する事務連絡会に出席しなければならない。出席しなかった排水設

備指定工事店には、罰則が適用される（参考資料「桑名市下水道排水設備指定工事店の違反行為に

対する処分に関する内規（抜粋）」参照）。 

  

責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理

者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工（監理を含む。）に当たら

なければならない。 

排水設備指定工事店又は責任技術者は、事務連絡会に出席しなければならな

い。 
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第２節 排水設備工事の事務手続き 

 

１ 申請者、事務手続き者 

 

 

 

 

 

排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に

関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管

理者の確認を受けなければならない。 

 

２ 排水設備工事に係る事務手続 

 

   事務手続きの流れを図―41 に示す。 

排水設備などの工事に係わる業務の窓口はナウス給排水設備受付窓口とし、以下によるものとす

る。 

＜ナウス給排水設備受付窓口が窓口となる業務＞ 

 下記のいずれかに該当する業務 

① 公共下水道供用区域における排水設備工事に係る設計相談 

② 公共下水道供用区域における排水設備工事の申請・審査・検査に係る業務 

 

＜上下水道部営業課が窓口となる業務＞ 

上記以外の全ての業務 

 

（１）工事着手前に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

   排水設備指定工事店は、排水設備等の工事を行う前に、以下の書類を提出し、管理者の確認を受

けなければならない。 

 

    ①排水設備設置確認申請書（様式第１号） ・・・必ず提出 

    ②排水設備工事設計書          ・・・必ず提出 

    ③除害施設設置確認申請書        ・・・必要に応じ提出 

排水設備指定工事店が排水設備工事の申込みを受けた場合は、工事を行う際に

必要な書類などの作成や事務手続きを申請者に代行して行わなければならない。 

排水設備等の工事を行おうとする者は、あらかじめ「排水設備設置確認申請書」

に図面などの必要な書類を添付し、排水設備指定工事店を経由して管理者へ提出

する。 
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    ④水栓便所改造等資金融資あっせん申請書 ・・・必要に応じ提出 

    ⑤浄化槽設置に掛かる補助金申請     ・・・必要に応じ提出 

    

※ 提出部数は、各書類とも 1 部 

   （提出先） 

   住所：桑名市役所 多度地区市民センター １階 ナウス給排水設備受付窓口 

         （桑名市多度町多度一丁目１番地１） 

    委託業者：名古屋上下水道総合サービス株式会社 

     連絡先：0594－49－2188 

      FAX：0594－49－2189 

 

 

 

 

 

 

   管理者は、排水設備設置確認申請書等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合す

るものであることについて確認を行い、排水設備確認書（様式第３号）及び排水設備工事設計書（市

承認印有）を申請者へ交付する。排水設備指定工事店は、当該書類を申請者へ渡し、申請者が内容

を確認した後に工事の着工が可能となる。 

 

  （交付書類の受取先） 

       多度地区市民センター ２階 連絡箱 

 

 

 

  （２）工事完了時に必要な書類 

 

 

 

 

   排水設備指定工事店は、排水設備工事設計書等にもとづき、排水設備等の新設等を行い、その工

事が完了後、工事完了日を含め５日以内に以下の書類を管理者へ提出しなければならない。 

 

    ①排水設備工事完了届（様式第４号）  ・・・必ず提出 

    ②排水設備工事設計書（市承認印有）  ・・・必ず提出 

    ③排水設備自主検査報告書       ・・・必ず提出 

    ④除害施設工事完了届（様式第４号）  ・・・必要に応じ提出 

排水設備等の新設等の工事は、排水設備設置確認書の交付を受けた後でなけれ

ば実施してはならない。 

排水設備等の新設等を行った排水設備指定工事店は、その工事の完了した日か

ら５日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。 
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    ⑤下水道使用開始届          ・・・水道水以外の使用がある場合 

                          「水道水以外の水の使用届」を提出 

※ 提出部数は、各書類とも 1 部 

（提出先） 

   住所：桑名市役所 多度地区市民センター １階 ナウス給排水設備受付窓口 

（桑名市多度町多度一丁目１番地１） 

委託業者：名古屋上下水道総合サービス株式会社 

 連絡先：0594－49－2188 

 

 排水設備工事設計書（市承認印有）は、内容に関し軽微な変更を伴う場合、朱書きにて書込み

を行い提出すること。また、大幅な変更を伴う場合については、再度設計書を作成し、提出する

こと。 

 

（３）工事完成検査 

 

 

 

 

排水設備等の設置及び構造が関係法令の規定に適合するものであるかどうかについては、あらか

じめ申請を受けて、その計画の確認を行うが、工事完了後の設置状況の確認も重要であり、この確

認を行うのが工事の検査である。 

排水設備等工事の検査については、条例第６条第１項において、「排水設備等の新設等を行った

者は、その工事の完了した日から５日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。」と規定

している。現地立会は、責任技術者の立会のもと現場検査を行う。なお、申請者の立会は任意とな

るが、立会の日時については、事前に当該工事を行った業者から申請者へ周知しなければならない。 

同条第４項においては「管理者は、排水設備等の接続確認の結果、公共下水道の機能を著しく阻

害すると認めたときは、改善を命ずることができる。」と規定しており、不備があった場合、検査日

から７日以内に手直しを行い、ナウス給排水設備受付窓口へ報告を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水設備工事完了届を受理後、責任技術者の立会のもと現場検査を行い、工事

が適正に実施されたかの確認を行う。 
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≪排水設備工事設計書の書き方≫ 

 

桑名市長 

 
申請者（設置者）本人が
署名する場合、押印が省
略できます。 

 

使用者等の本人が署名
する場合、押印が省略で
きます。 
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≪排水設備工事設計書の書き方≫ 
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注）既設の桝等は破線で表示する。 

新   設   管 

(汚水管及び雨水管) 
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≪除害施設設置確認申請書の書き方≫ 

 

桑名市長 

 
申請者（設置者）本人が
署名する場合、押印が省
略できます。 

 
使用者等の本人が署名
する場合、押印が省略で
きます。 
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≪水栓便所改造等資金融資あっせん申請書の書き方≫ 

 

※注意事項※ 

・融資あっせんを希望される場合は、申請書に金額をすべて記入し、それと同様の自社見積り様式にその

内容を記載し、提出してください。 

・１家庭１回限り 

・共同住宅等については、１戸 20 万総額 100 万まで。 

・桑名市の金融機関で利用できない機関（ゆうちょ銀行・三菱 UFJ・漁協・十六銀行） 

・申請後、決定通知書を発行しますので申請者に手渡しし、委任状の印鑑を 10 枚 

 提出してください。 

・工事完成後すみやかに、排水設備検査を実施し桑名市で銀行へ融資あっせん依頼書を 

 提出します。 

・銀行の融資が確定後指定工事店の指定口座に融資金額が入金されます。 

・下記に、指定工事店様の振込口座先（銀行名・支店・口座番号）を記載。 

桑名市長 
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≪排水設備工事完了届・除害施設工事完了届の書き方≫ 

 

 

提出日を記入 

工事完成から５日以内 

桑名市長 

※本人が署名する場合、

押印が省略できます。 

※ 
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≪排水設備自主検査報告書の書き方≫ 

 

 

提出日を記入 

工事完成から５日以内 

印 

確認書に記載 

されている番号 
申請者の氏名 

必要な検査項目に関し、自主

検査を行い、チェックする。 

確認欄（完了検査・手直

し工事）は記入しない。 

桑名市長 様 

 
責任技術者本人が署名
する場合、押印が省略で
きます。 
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≪下水道使用開始届の書き方≫ 

 

 

 

 

 

下水道使用届 

 開始：下水道を使用する時に提出する。 

 休止：下水道を休止する時に提出する。 

 廃止：解体等で下水道を使用する施設がなくなった場合。 

 再開：休止より下水道を再使用する場合。 

 ※メーターが複数ある場合は、その件数の開始届が必要です。 

 ※下水道の開始届は排水設備工事完成後５日以内に提出すること。 

 ※記載事項を必ず記入すること。 

 ※工事完成後５日以内に提出せずに、下水道使用料金を賦課できなかった 

  場合は責任をもってその使用料金を支払うこと。 

桑名市長 

 

使用者等の本人が署名
する場合、押印が省略で
きます。 
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≪水道水以外の水の使用届の書き方≫ 

 

 

 

排水設備工事を依頼された時に水道水以外の水が下水道へ排除される場合 

提出すること。 

・水道水以外の水を使用する場合は、使用量を確認するために検針用メーターを 

 利用者の負担で設置すること。（８年毎に自己負担にて交換要） 

ただし、温泉水を使用する際、温泉メーターが無い場合は温泉メーターの設置につ

いて営業課と協議すること。 

・水道水と井戸水等を供用する際に、クロスコネクションに注意すること。 

 （水道法違反となります。） 

 

 
届出者(使用者)本人が
署名する場合、押印が省
略できます。 

桑名市長 
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図－41 事務手続きフロー 
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３ 公共汚水・雨水桝工事に係る事務手続 

 

   公共汚水・雨水桝工事及び事務手続きの流れは以下のとおりであり、公共汚水・雨水桝設置工事

に係わる業務の窓口はナウス給排水設備受付窓口または上下水道部下水道課となる。 

 

＜ナウス給排水設備受付窓口が窓口となる業務＞ 

①公共汚水・雨水桝の申請・審査・検査に係る業務 

 

＜上下水道部下水道課が窓口となる業務＞ 

①公費・私費負担に係る判断業務 

②農業集落排水処理施設供用区域に係る業務 

 

（１）工事着手前に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

   排水設備指定工事店は、排水設備等の工事を行う前に、以下の書類を提出し、管理者の確認を受

けなければならない。 

 

    ①公共汚水桝及び取付管設置工事申請書 ・・・公共汚水桝工事を行う場合、必ず提出 

    ②公共雨水桝及び取付管設置工事申請書 ・・・公共雨水桝工事を行う場合、必ず提出 

    ③設置工事位置図            ・・・必ず提出 

    ④標準断面図・平面図・工法図     ・・・必ず提出 

    ⑤設置位置確認書           ・・・必ず提出 

    ⑥着工前写真              ・・・必ず提出 

    ⑦見積書               ・・・公費負担の場合、必ず提出 

※ 提出部数は、各書類とも 1 部 

（提出先） 

   住所：桑名市役所 多度地区市民センター １階 ナウス給排水設備受付窓口 

        （桑名市多度町多度一丁目１番地１） 

   委託業者：名古屋上下水道総合サービス株式会社 

   連絡先：0594－49－2188 

 

 

 

公共汚水・雨水ますの工事を行おうとする者は、あらかじめ「公共汚水桝及び

取付管設置工事申請書」に図面などの必要な書類を添付し、排水設備指定工事店

を経由して管理者へ提出する。 
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   管理者は、提出された申請書類等が公共汚水・雨水桝に関する法令の規定に適合するものである

ことについて確認を行い、公共汚水桝及び取付管設置許可書（公共雨水桝の場合は、公共雨水桝及

び取付管設置許可書）を申請者に交付する。施工業者は、当該書類を申請者へ渡し、公費の場合は

桑名市上下水道部と、私費の場合は申請者と契約を締結した上で、工事を着工しなければならない。 

 

 

（交付書類の受取先） 

       多度地区市民センター２階 連絡箱 

 

 

   工事を着工する際には道路占用許可等が必要となることから、以下のとおり申請を行うこと。 

 

  （市道における工事） 

   ①道路占用申請・・・・・・道路管理者（土木課用地監理室）へ申請 

   ②道路使用申請・・・・・・警察署へ申請 

   ③道路工事施工届・・・・・消防署へ申請 

 

  （県道・国道における工事） 

   ①道路占用申請・・・・・・桑名市上下水道部下水道課へ提出（下水道課を経由し、所管へ申請） 

   ②道路使用申請・・・・・・警察署へ申請 

   ③道路工事施工届・・・・・消防署へ申請 

 

   ※工事箇所付近に「ごみ収集場所」、「コミュニティバス・幼稚園バス等の経路」及び「小中学校

通学路」等がある場合は、事前に関係各所へ連絡すること 

 

  （２）工事完了時に必要な書類 

 

 

 

 

   排水設備指定工事店は、公共汚水桝及び取付管設置工事申請書等にもとづき、公共桝等の新設等

を行い、その工事が完了後、速やかに以下の書類を管理者へ提出しなければならない。 

 

    ①工事完成届     ・・・必ず提出 

    ②工事施工写真    ・・・必ず提出 

    ③完成図書      ・・・出来高と当初提出図面に相違がある場合に提出 

公共汚水・雨水ます等の新設等の工事は、工事承認書類の交付を受けた後でな

ければ実施してはならない。 

公共汚水・雨水ます等の新設等を行った者は、その工事完了後、速やかにその

旨を管理者に届け出なければならない。 
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※ 提出部数は、各書類とも 1 部 

※ 公費負担の工事については、完成届及び工事施工写真をもう１部ずつ工務課へ提出 

 

（提出先） 

       住所：桑名市役所 多度地区市民センター １階 ナウス給排水設備受付窓口 

（桑名市多度町多度一丁目１番地１） 

委託業者：名古屋上下水道総合サービス株式会社 

    連絡先：0594－49－2188 

 

 工事施行写真については、以下の内容について撮影を行うこと。 

 １）工事着手前 

   ア 掘削ライン・カッターライン等を白墨等で明記したもの 

   イ 上流及び下流の双方向 

 

 ２）工事状況 

  ①土工事関係 

   ア 舗装切断、取壊し、積込、処理等の状況   イ 土砂等掘削、積込、処理等の状況 

   ウ 機械埋戻、転圧（砂基礎、在来土、切込砕石、流調砕石等）等の状況 

  ②取付管関係 

   ア 本管穿孔状況・完成   イ 支管取付状況（接着剤塗布、番線結束）・完成 

   ウ 取付管布設（配管）状況・完成   エ 取付管出来形（延長等）確認 

  ③公共桝関係 

   ア 公共桝設置状況・完成   イ 公共桝出来形（深さ等）確認 

   ウ 鉄蓋設置状況・完成 

 

 ３）舗装復旧関係 

  ①仮復旧関係 

ア 仮舗装施工状況・完成 

  ②本復旧関係 

   ア 仮舗装取壊状況      イ 舗装ガラ積込・処理等の状況 

   ウ 表層厚確認（下がり確認） エ 乳剤散布状況 

オ 表層転圧等の施工状況   カ 白線ライン復旧状況 

 

 ４）工事完了後 

   着手前写真と同じ位置から同様に上流及び下流の双方向から撮影 

※着手前・工事状況・舗装復旧・工事完了後の各写真は、黒板に日付を記入したものを用い、撮

影日が分かるようにすること。 
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≪公共汚水桝及び取付管設置工事申請書の書き方≫ 

 

申請者の住所・氏名・

電話番号を記入 

 

印 

排水設備を設ける場

所の住所を記入 

 

径：必要とする口径を記入 

材質：（例）塩化ビニル管 

勾配：〇〇％ 

延長：〇○.〇ｍ 

土地所有者の住所・氏名・ 

電話番号を記入 

印 

印 

工事施行者の住所・氏名・ 

電話番号を記入 

記入 

 

適合する用途に〇を付ける 着工予定及び完成予定を記入 

径：深さに応じて変更 

材質：（例）塩化ビニル管 

数量：設置する戸数 

水道メーターがある場合は記入 

提出日を記入 

 
（宛先）桑名市長 

 
申請者等の本人が署名
する場合、押印が省略で
きます。 
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≪公共汚水ます設置位置確認書の書き方≫ 

 

提出日を記入 

 

受益者の住所・氏名

を記入 

 

印 

印 

公共汚水桝の設置場所の住所を記入 

 

適合する用途に〇を付ける 

土地所有者の住所・

氏名を記入 

 

宅地と道路境界の平面図を記入し、個別公共汚水桝の設置予定

箇所を隣地境界線からの離れを記入して下さい。 

方位を記入して下さい。 

 

申請地 

 1,500 

下水道本管 

道路 

北 

 

（宛先）桑名市長 

 

受益者等の本人が署名
する場合、押印が省略で
きます。 
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。
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≪工事完成届の書き方≫ 

 

 

 

 

  

印 

提出日を記入 

 

申請者の住所・氏名

を記入 

 

排水設備設置場所の住所を記入 

 
工事期間を記入 

 

完成年月日を記入 

 

桑名市長 様 

 
申請者本人が署名
する場合、押印が省
略できます。 
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（３）工事完成検査 

 

 

 

 

公共桝等の設置及び構造が関係法令の規定に適合するものであるかどうかについては、あらかじ

め申請を受けて、その計画の確認を行うが、工事完了後の設置状況の確認も重要であり、この確認

を行うのが工事の検査である。 

公共桝等工事の検査については、工事完了後速やかに行うものとする。特に、公費負担の場合に

おいては、工事完了日を含め 14 日以内に検査を実施する。 

また、公共桝等の接続確認の結果、公共下水道の機能を著しく阻害するなど不備を認めたときは、

７日以内に改善を行うこと。 

 

 

４ 開発行為等における排水設備工事について 

 

 

 

 

 

都市計画法に基づく開発行為の概略は以下の通りであるが、その行為が開発行為等に該当するか

否かについては建築開発課開発指導係と協議すること。「開発行為」とは都市計画法第４条第 12 項

で「主に建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更」と定義されて

いる。 

許可に際しては、同法第 32 条に基づき「公共施設管理者の同意及び協議」が必要となり、排水

設備の接続先となる下水道または排水路等の管理者の同意が必要となる。 

 

＜関連法令等＞ 

「都市計画法」 

「三重県宅地開発事業の基準に関する条例」 

「三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則」 

「桑名市開発行為に関する指導要綱」等 

 

  

都市計画法に基づく開発行為において、排水設備を設置して下水本管または排

水路等の排水施設に接続する場合、排水施設管理者の同意が必要となる。 

排水設備工事完了届を受理後、責任技術者の立会のもと現場検査を行い、工事

が適正に実施されたかの確認を行う。 
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第３節 融資あっせん制度等の事務手続 

 

１ 水洗便所改造等資金融資あっせん制度 

   

 

 

 

 

 

（１）融資あっせん対象 

    本市では、下水道の利用を促進し生活環境の改善を図るため、処理区域内において、既設の便

所（し尿浄化槽による水洗便所を含む。）を水洗便所に改造する工事を行う者で、以下に掲げた要

件を備えている者に対して、桑名市水洗便所改造等資金融資あっせん規程に基づき、必要な資金

を融資あっせんする制度を設けている。なお、当該融資あっせんは、１家庭１回限りとなる。 

     ①市内に住んでいること。 

②自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。 

③市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。 

④融資あっせん資金の償還能力を有すること。 

⑤確実な連帯保証人があること。 

 

（２）融資あっせんの申請 

    融資あっせんを受けようとする者は、あっせんにより金融機関から資金の融資を受ける場合に

連帯保証人となる者と連署押印の上、以下に掲げる書類を添えて水洗便所改造等資金融資あっせ

ん申請書を管理者に提出する。 

     ①排水設備設置確認申請書 

     ②市税納税証明書（連帯保証人となる者を含む。） 

 

  （３）融資あっせんの決定 

    管理者は申請を受けた後、当該申請に係る目的及び内容が適正であるかどうかを審査し、その

適否を決定したときは、水洗便所改造等資金融資あっせん決定通知書に排水設備・除害施設設置

確認書を添えて申請者に通知する。 

 

  （４）届出義務 

    融資あっせんを受けた者（以下、「借受人」という。）は、次に掲げる事項が生じた場合は、水

洗便所改造等資金借受人住所等変更届を管理者へ提出しなければならない。 

     ①借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更するとき。 

     ②連帯保証人を変更するとき。 

     ③借受人又は連帯保証人に弁済能力がなくなったとき。 

本市では、既設の便所（し尿浄化槽による水洗便所を含む。）を水洗便所に改造

する工事と、これと同時に施工する排水設備工事に必要な資金を金融機関から市

が利子の一部を負担し、低利で融資を受けられるようにあっ旋する制度を設けて

いる。 
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（５）融資あっせん額 

    融資あっせん額は、以下に示す内容としている。 

平成 27 年４月時点      

貸付限度額 50 万円（共同住宅の場合は１戸 20 万円以内で総額 100 万円以

内） 

利息 年利１％ 

償還方法 36 回以内の毎月元利均等償還 

 

 

２ 生活扶助世帯に対する水洗便所等改造工事補助金交付規程 

 

   

 

 

 

 

（１）交付対象 

    本市では、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建物に設けられている既設の便所

（し尿浄化槽による水洗便所を含む。）を水洗便所に改造する工事に対し、桑名市生活扶助世帯

に対する水洗便所等改造工事補助金交付規程に基づき、予算の範囲内において以下に掲げた対象

工事について補助金を交付する。 

     ①処理開始の公示の日から３年以内に行う自己の居住の用に供する住宅における工事 

     ②既設の便所（し尿浄化槽による水洗便所を含む。）を水洗便所に改造する必要最小限の工

事 

     ③既設の便所（し尿浄化槽による水洗便所を含む。）と同時に施工するその他の排水設備の

新設又は改造する必要最小限の工事 

 

なお、処理開始の公示の日以後に建築基準法第６条の規定による建築確認申請書の必要な新築、

改築、増築又は移転をする場合やその他管理者が不適当と認める場合については対象としない。 

 

※生活扶助世帯とは、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 11 条第 1 項第 1 号の生活

扶助を受けている世帯をいう。 

 

（２）交付の申請 

    補助金の交付を受けようとする者は、排水設備設置確認申請書の提出に併せて、水洗便所等改

造工事補助金交付申請書を管理者に提出する。 

      

本市では、生活扶助世帯※において既設の便所（し尿浄化槽による水洗便所を

含む。）を水洗便所に改造する工事と、これと同時に施工する排水設備工事に対

し、予算の範囲内において補助金を交付する制度を設けている。 
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  （３）交付の決定 

    管理者は申請を受けた後、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、水洗便所等改造工事

補助金交付（不交付）決定通知書により申請者に通知する。 

 

  （４）補助金の請求 

    交付決定の通知を受けた者は、排水設備等の工事完成確認後、水洗便所等改造工事補助金交付

請求書を管理者に提出する。 

 

  （５）補助金の交付 

    管理者は補助金に係る請求書を受理後、補助金を交付する。 

 

  （６）補助金額 

    補助金額は、（１）交付対象に定める補助対象工事に要する経費の全額とする。 

 


